
第１ 団体交渉ルールの具体的な文例 

 前回、団体交渉の記録方法、団体交渉の

開催手続などのルールについて述べました。 

 今回は、具体的な団体交渉ルールについ

ての労働協約の文例について述べます。 

 

第２ 団体交渉の出席者 

文例「団体交渉の出席者は、原則として会

社側は会社役員、職員（非組合員）とし、

組合側は支部の組合員及び○組合本部の支

部担当執行委員（１名）とする。これ以外

の者が出席者が出席する場合は、予め相手

側の同意を得なければならない」 

解説 団体交渉を開催する場合、上部団体

の執行委員が出席することがあります。も

ちろん、使用者は上部団体の役員の出席を

拒否することはできませんが、無制約に認

める必要はありません。上記のとおり、１

名しか認めないということも可能です（た

だし、労組の同意が必要です）。 

また、団体交渉の際、労働組合とは何ら

関係のない人物が支援者と称して参加する

ことがあります。本来、団体交渉は、使用

者と労働組合が協議するわけですから、労

働組合員または上部団体の役員以外の人物

を参加させなくともかまいません。 

 

文例「団体交渉の出席者は、原則として労

使双方各５名以下とし、何れか一方が６名

以上となる場合は、予め相手側の同意を得

なければならず、相手側の同意を得た範囲

内の人数の出席が認められる（傍聴は認め

ない）」 

解説 団体交渉の出席者は、労使双方がそ

れぞれ決めることができます。また、団体

交渉はあくまでも、労使双方の代表が協議

すれば足りますので、大人数の出席は必要

ありませんし、まして傍聴人も不要です。

この点を団体交渉ルールとして労働協約を

締結するべきです。 

 

第３ 団体交渉開催時間 

文例「団体交渉は、原則として１回の交渉

時間を２時間程度とし、開催中の団体交渉

を延長する場合は、双方合意の上で１時間

以内の延長とする」 

解説 団体交渉の開催時間について特に労

働組合法上の明文の規制はありません。そ

れでは、労働組合が望めば、徹夜にわたる

団体交渉であるとか、使用者が合意するま

で団体交渉が終わらないだとか、常軌を逸

した長時間にわたる団体交渉を行なわなけ

ればならないのでしょうか？ 

そのようなことはありません。協議内容に

もよりますが、せいぜい２時間協議を行え

ば、あとは議論が平行線になったり、持ち

帰って検討しないと協議が進まないなどの

状態になることが多いのです。そこで、原

則として１回の交渉時間を２時間程度とし、

双方合意の上で延長することができると定

めておく必要があるのです。 

  

次回は、団体交渉の録音、記録、開催手

続についての文例を紹介します。 
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